
定期的な通帳記帳のお願い 
 

お取引の通帳は定期的にご記帳をお願いいたします。 

当金庫では、無通帳でのお取引や公共料金等の自動引落し

による未記帳件数が一定件数を超えた通帳につきましては、

お取引ごとの明細を記帳せず、まとめて記帳させていただい

ております。

なお、まとめて記帳されたお取引の明細は、後日お客様に

郵送させていただいております。 
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